
 
 

 

 

環境研究・環境技術開発の推進戦略（案）に対する 

意見募集（パブリックコメント）について 

 

１．経緯 

 中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略専門委員会は、令和６年５

月に第六次環境基本計画が閣議決定されたことを受け、今般、「環境研究・環境技術開

発の推進戦略（案）」を作成いたしました。今後の答申案の作成に向けた審議の参考と

するため、広く国民の皆様の御意見を募集することとします。なお、本意見募集は行政

手続法に基づくものではない任意の意見募集です。 

 

２．意見募集の対象 

  環境研究・環境技術開発の推進戦略（案）  

 

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 

令和６年６月 24日（月）～令和６年７月７日（日）24:00まで 

（※郵送の場合は 令和６年７月７日必着） 

 

（２）意見提出方法 

① 電子政府の総合窓口「e-Gov」 

URL：https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public 

（案件を選択の上、「意見提出フォームへ」へ進んでください。） 

 

② 郵送、電子メール 

提出にあたっては、下記の＜意見提出様式＞により御意見等を記入の上、郵送であ

れば下記の住所宛に、電子メールであれば件名を「環境研究・環境技術開発の推進戦

略（案）に対する意見」とした上で、sokan-kengi@env.go.jp までお送りください。 

 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１-２-２ 

中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略専門委員会事務局 

（環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室） 

 

 

なお、上記以外の方法（電話等）による御意見は受け付け致しかねますのであらか

じめ御了承ください。 

 「環境研究・環境技術開発の推進戦略（案）」について、広く国民の皆様から御意見

をお聴きするため、令和６年６月 24 日（月）から令和６年７月７日（日）までの間、

パブリックコメントを実施いたします。  

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public


 
 

 

 

（注意事項）  

・提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項

を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、併せて御了承

願います。  

・御意見の対象となる文書の該当箇所（項目名及びページ）を明記してください。締切日

までに到着しなかった場合や記入漏れ、意見募集対象以外の御意見等、本要領に即して

記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。 

 ・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別し得る記述がある場合及び法

人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せ

させていただくこともあります。  

 

<意見提出様式>  

宛先：中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略専門委員会  

件名：環境研究・環境技術開発の推進戦略（案）に対する意見  

住所： 

氏名（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名）：  

電話番号：  

電子メールアドレス：  

該当箇所：   頁  行目 

意見内容：（該当箇所を明記の上、１箇所当たり 800字以内で、できるだけ簡潔に御記

載ください。） 

 

４．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口「e-Gov」

（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public）  

（２）事務局窓口(３．の提出先)において配布 

※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。  

 

※中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略専門委員会におけるこれま

での検討状況については、下記ホームページで御覧になれます。   

http://www.env.go.jp/council/02policy/yoshi02-06.html 

 

５．問合せ先 

中央環境審議会総合政策部会環境研究・技術開発推進戦略専門委員会事務局 

（環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室） 

代表   03-3581-3351 

直通   03-6205-8276 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
http://www.env.go.jp/council/02policy/yoshi02-06.html

